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外
務
省
海
外
安
全
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
中
華
人
民
共
和
国
（
中
国
）
の
危
険
情
報
に
つ
い
て
、
令
和
五
年
五

月
十
日
の
衆
議
院
外
務
委
員
会
で
本
職
が
、
中
国
全
域
に
つ
い
て
少
な
く
と
も
「
危
険
レ
ベ
ル
一
」
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
と

質
問
し
た
と
こ
ろ
、
林
芳
正
外
務
大
臣
（
当
時
）
は
、
「
今
後
と
も
、
適
時
適
切
な
危
険
情
報
の
見
直
し
も
含
め
た
き
め
細
や

か
な
情
報
発
信
、
注
意
喚
起
を
通
じ
て
、
在
留
邦
人
の
安
全
確
保
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
」
と
答
弁
し

た
。
林
大
臣
は
、
本
年
五
月
三
十
一
日
の
衆
議
院
外
務
委
員
会
に
お
い
て
も
、
本
職
の
質
問
に
対
し
て
、
同
様
の
答
弁
を
し

た
。 

 

そ
の
後
、
本
年
八
月
二
十
七
日
に
外
務
省
海
外
安
全
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
、
「
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
処
理
水
の
放
出
開
始
後
、
日
本
関
係

機
関
に
対
し
て
多
数
の
抗
議
、
嫌
が
ら
せ
の
行
為
や
電
話
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
中
国
へ
の
滞
在
・
渡
航
を
予
定
し
て
い
る
方

や
滞
在
中
の
方
は
こ
う
し
た
抗
議
や
嫌
が
ら
せ
に
十
分
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
」
と
注
意
喚
起
を
行
っ
た
。 

 

本
年
九
月
十
七
日
に
共
同
通
信
は
、
「
日
本
政
府
が
二
千
二
十
一
年
に
東
京
電
力
福
島
第
一
原
発
処
理
水
の
海
洋
放
出
処
分

を
正
式
決
定
し
て
以
降
、
中
国
で
ス
パ
イ
摘
発
を
担
う
国
家
安
全
部
門
が
、
中
国
の
政
界
や
経
済
界
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と

見
な
し
た
邦
人
に
対
す
る
監
視
を
強
化
し
て
い
た
こ
と
が
十
七
日
、
分
か
っ
た
。
特
に
放
出
を
巡
る
日
中
間
の
協
議
に
関
わ
る
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人
物
ら
の
身
辺
調
査
を
水
面
下
で
進
め
た
と
い
う
。
拘
束
も
検
討
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
」
と
報
じ
た
。
同
じ
く
、
共
同
通
信

は
本
年
九
月
二
十
日
、
「
中
国
北
京
市
で
三
月
に
ア
ス
テ
ラ
ス
製
薬
の
日
本
人
男
性
社
員
が
ス
パ
イ
容
疑
で
拘
束
さ
れ
た
事
件

で
、
中
国
当
局
が
男
性
を
刑
事
拘
留
し
た
こ
と
が
二
十
日
分
か
っ
た
。
中
国
政
府
が
今
月
中
旬
に
入
っ
て
日
本
側
に
伝
え
た
。

中
国
当
局
は
正
式
に
逮
捕
す
る
か
ど
う
か
を
近
く
判
断
す
る
と
み
ら
れ
る
。
」
と
報
じ
た
。
そ
の
後
、
北
京
共
同
は
、
中
国
当

局
が
こ
の
男
性
を
十
月
に
正
式
逮
捕
し
た
と
伝
え
て
い
る
。 

 

外
務
省
が
海
外
安
全
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
「
中
国
へ
の
滞
在
・
渡
航
を
予
定
し
て
い
る
方
や
滞
在
中
の
方
は
こ
う
し

た
抗
議
や
嫌
が
ら
せ
に
十
分
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
」
と
の
注
意
喚
起
を
行
っ
て
い
る
事
実
を
踏
ま
え
、
中
国
以
外
の
国
々

に
関
す
る
外
務
省
海
外
安
全
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
危
険
情
報
と
比
較
し
て
も
、
い
ま
だ
中
国
全
域
に
つ
い
て
「
危
険
レ
ベ
ル
一
」

以
上
と
し
て
い
な
い
こ
と
は
極
め
て
不
可
解
で
あ
る
。
政
府
は
い
か
な
る
理
由
か
ら
、
中
国
を
危
険
レ
ベ
ル
の
指
定
に
該
当
し

な
い
地
域
と
し
て
、
中
国
へ
の
滞
在
・
渡
航
予
定
者
や
滞
在
中
の
日
本
人
に
「
危
険
レ
ベ
ル
一
」
の
警
告
を
発
し
な
い
の
か
。

ま
た
、
国
・
地
域
の
危
険
レ
ベ
ル
に
関
し
、
「
危
険
レ
ベ
ル
一
」
と
す
る
基
準
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
中
国
全
域
に
つ

い
て
同
基
準
の
要
件
に
該
当
し
な
い
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


